
大津市の介護保険サービスの利用に関するパンフレット

～制度がかわると 仲間がふえる～
障害福祉サービス(介護給付)を利用していて 65 歳を迎える皆様へ

障害福祉サービスを利用されている方が、介護保険利用対象者になると居宅介護（身体

介護や家事援助等）や短期入所を利用している場合には介護保険のサービスが優先となり

ます。

そのため、介護保険の認定申請を行い、要支援や要介護の決定が出た場合は、介護保険

サービスの利用に切り替える必要があります。

また、65 歳以上の障害者については、介護保険法が優先的に適用される一方で、サービ

スの支給量・内容が介護保険制度では十分に確保されない場合には、条件が合えば総合支

援法において、その支給量・内容に上乗せしてサービスを受けられる仕組みとなっていま

す。

障害福祉サービス 介護保険サービス

対象者 ・障害者手帳または障害に関する

医師の診断のある方

・以下のサービスは障害支援区分

１以上必要。（居宅介護、短期入

所、生活介護）

・要介護・要支援の「認定」を受け

た方

サービス利用の基準 ・障害支援区分

（非該当、区分１～６）

・要介護度

（要支援１・２、要介護１～５）

サービス利用の上限 ・区分ごとにどれだけのサービス

が利用できるか、支給量の目安が

設定されています。

・要介護状態区分別に支給限度額が

設定。支給限度額を超えてサービス

を利用すると全額自費となります。

サービス利用の手続き ・サービス等利用計画

特定相談支援事業所の相談支援専

門員が作成

・セルフプラン

自分で計画を作成

・居宅介護サービス計画書（ケアプラン）

（要介護）居宅介護支援事業所のケ

アマネジャーが作成

（要支援）あんしん長寿相談所（地

域包括支援センター）の職員が主に

作成

サービス決定 ・サービス等利用計画に基づき、

大津市障害福祉課がサービスの種

類・支給量を決定します

・ケアマネジャーと相談して作成し

たケアプランに基づき、サービス担

当者会議を開催してサービスを利

用。



  介護保険サービス利用の流れ

大津市内あんしん長寿相談所（地域包括支援センター）一覧 (2024 年 4 月)

要介護・要支
援

認定申請

•65歳の誕生日の6か月前に障害福祉課から介護保険の利用の案内が届きます。

•今現在関わっている相談員や支援者がいれば一度相談してみましょう。

•お近くのあんしん長寿相談所に相談して、介護保険資格取得日の2ヶ月前から申請を行
うことができます。

•主治医に介護保険を申請したことを伝えておいてください。市から主治医に直接主治医
意見書を書いてもらいます。

認定調査の実
施

•市の認定調査員が伺い、認定調査を行います。調査の際は障害福祉で現在関わっている

相談員や支援者がいれば同席してもらいましょう。

要介護・要支
援

認定

•調査結果や主治医意見書をもとに、介護支援の区分期間等が判定され、認定結果通知書
と被保険者証が届きます。

65歳

介護保険利用

手続き

•要介護の場合は、自由に居宅介護支援事業所を選びます。わからない場合はあんしん長
寿相談所に相談してください。

•要支援の認定を受けられた場合は、あんしん長寿相談所にご相談ください。

•ケアマネジャーに相談し、介護保険のサービス利用のためのケアプランの作成を依頼し
ます。



居宅系

障（国）居宅介護（ヘルパー） 介 訪問介護
身体介護・家事援助・通院介助・乗降介助 身体介護・生活援助・乗降介助

障（国）重度訪問介護／行動援護 継続して利用できる場合もあります

障（国）同行援護 継続して利用できます

障（市）訪問入浴 介 訪問入浴介護

障（市）移動支援 継続して利用できます.

障（国）短期入所（ショートステイ） 継続して利用できる場合もあります
介 短期入所生活介護・短期入所療養介護
注：日中も短期入所事業所で過ごします。

障（市）日中一時支援 継続して利用できます

医療 訪問看護・訪問リハビリ 介 訪問看護・訪問リハビリステーション

注：医療で継続できる場合もあります

医療 往診 介 療養管理指導

通所系

障（国）訓練系 継続して利用できます
自立訓練・就労継続支援・就労移行支援

障（国）介護系 継続して利用できます
生活介護 介 通所介護（デイサービス）

障（市）地域活動支援センター（サロン） 継続して利用できます

医療 通院リハ・デイケア 介 通所リハビリテーション（デイケア）

医療 精神科デイケア 継続して利用できます

介
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
通所を中心として、状態や希望によって訪問や宿
泊のサービスを組み合わせて利用できます。

居住系

障（国）グループホーム 継続して利用できます

介 認知症対応共同生活介護

障（国）施設入所支援 継続して利用できます

介 介護老人福祉施設・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

福祉用具

障（国）補装具による給付 介 福祉用具貸与、福祉用具購入
障（市）日常支援用具による給付 住宅改修

※補装具を利用できる場合もあります

相談系

障（国）計画相談（相談支援専門員） 介 居宅介護支援（ケアマネジャー）
計画作成・定期的なモニタリング ケアプラン作成・毎月モニタリング

障（市）委託相談支援 継続して利用できます.

大津市内には1 3か所成人の方の委託相談支援事業所があります。

三障害に対応

知的、身体

相談支援事業所トモ 三障害に対応

知的

精神

知的

身体

知的

知的

三障害に対応

知的、身体

知的

三障害に対応

連絡先等は障害福祉課（TEL：528-2726）にお問い合わせください。

地域生活サポートセンター　じゅぷ

生活支援センター

障害者生活支援センターいるか

相談支援事業所ぐっど

そうだんオフィス

すまいる・らふ

障がい児者相談センター　みゅう

ひなた

※外出時の身体介護は利用できません

介護保険が利用できるようになったらサービスの利用はどうなるの？

木戸障害者相談支援センター

ブリッジ

相談支援事業　ひびき

精神障害者地域生活支援センター　オアシスの郷



    利用料に関して

介護保険サービスを利用した場合、障害福祉サービスと違い、非課税世帯でも利用料がかかることに

なります。利用者負担は、介護サービスにかかった費用の１割（一定以上所得者の場合は２割または３

割）です。介護保険施設利用の場合は、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。ただし、

所得の低い方や、１か月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられていま

す。

設定区分 対象者
自己負担の上限額

（月額）

第１段階 生活保護を受給している方等 15,000 円（個人）注１

第２段階

前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が

年間 80 万円以下の方等

(障害基礎年金 2 級の方が該当)

24,600 円（世帯）

15,000 円（個人）

第３段階
世帯全員が市区町村民税を課税されていない方

(障害基礎年金 1 級の方が該当)
24,600 円（世帯）

第４段階

市区町村民税課税世帯

（一定要件の場合、年間上限が設けられます。平成 29

年 8 月から 3 年間の限定措置）

44,400 円（世帯）

注１：生活保護の方は自己負担分を介護扶助から支払われることになりますので、実質的に自己負担はありま

せん。

介護保険サービス利用者自己負担の軽減に関して

平成 30 年 4 月から 65 歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害

者に対し、介護保険サービスの利用者負担が軽減されるよう障害福祉制度により利用者負担を軽減（償還）す

る仕組みが始まりした。対象は以下の 4点にすべてに該当する方です。

① 65歳までの５年間にわたり「相当障害福祉サービス」を利用して（=支給決定を受けて）いた者が、65 歳

以降にこれに対応する「相当介護保険サービス」以外の「相当介護保険サービス」を利用した場合にも利

用者負担を軽減。

② 65歳に達する日の前日において「低所得」又は「生活保護」に該当し、65 歳以降に利用者負担の軽減の申

請をする際にも「低所得」又は「生活保護」に該当することを要件とする。

③ 65 歳に達する日の前日において障害支援区分２以上であったことを要件とする。

④ 65 歳まで介護保険サービスを利用してこなかったことを要件とする。
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